
令 和 ３ 年
３月９日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

土
地
改
良
区
定
款
変
更
の
認
可
（
農
村
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
（
水
産
振
興
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告
示
の
一
部

改
正
（
監
理
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

契
約
の
締
結
（
情
報
企
画
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
営
滝
ヶ
浴
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
の
不
明
（
住
宅
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
聴
聞
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

公
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
の
公
表

五

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
号

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
八
年
山
口
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
二
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
同
様
式
（
そ
の
二
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の

三
）
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の
三
）
の
注
⚖
を
削
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
中
「 

」
を
削
る
。

別
記
第
十
九
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
⚑
を
削
り
、
同
注
⚒
を
同
注
と
す
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
三
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
の
注
を
削
る
。

別
記
第
二
十
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
七
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
開
成
町
四
五
五
五
の
四
の
一
部
、
四
五
五
五
の
二
〇
の
一
部
、
四
五
五
五
の
三
四
の
一
部

及
び
四
五
五
五
の
三
七
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
四
塩
化
炭
素
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

一
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ン
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
一
・
三－

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
ペ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、
水
銀

及
び
そ
の
化
合
物
、
一
・
一
・
一－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、
一
・
一
・
二－

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
、

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物
、
ベ
ン
ゼ
ン
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十

号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
へ
の
該
当

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。

山
口
県
告
示
第
七
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

ひ
か
り
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

光
市
大
字
岩
田
二
三
四
六
の
一

令
和
三
、

二
、

一

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
天
吉
屋

熊
毛
郡
上
関
町
大

字
長
島
三
九
一

な
ぎ
さ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

柳
井
市
余
田
一
八

五
〇
の
五

令
和
二
、九
、

一

山
口
県
告
示
第
八
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施

術

者

指
定
年
月
日

氏

名

住

所

飯
田

直

山
口
市
東
山
一
丁
目
三
番
九
号

令
和
三
、

二
、

三

福
田

篤
志

〃

大
内
御
堀
三
六
一
二
の
一

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
八
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

土
地
改
良
区
の
名
称

認
可
年
月
日

下
関
市
吉
田
土
地
改
良
区

令
和
三
、

二
、
二
五

山
口
県
告
示
第
八
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

浮
島
加
入
区

久
賀
加
入
区

大
島
町
加
入
区

通
津
加
入
区

柱
島
加
入
区

神
代
加
入
区

大
畠
加
入
区

平
郡
加
入
区

室
津
加
入
区

祝
島
加
入
区

平
生
町
加
入
区

光
加
入
区

下
松
加
入
区

ᷱ
ケ
浜
加
入
区

周
南
市
西
部
加
入
区

秋
穂
加
入
区

宇
部
市
東
部
加
入
区

宇
部
岬
加
入
区

新
宇
部
加
入
区

藤
曲
浦
加
入
区

南
風
泊
加
入
区

六
連
島
加
入
区

蓋
井
島
加
入
区

黒
井
加
入
区

角
島
加
入
区

長
門
加
入
区

大
島
加
入
区

見
島
加
入
区

須
佐
加
入
区

山
口
県
告
示
第
八
十
三
号

建
設
工
事
等
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
審
査
に
関
す
る
告
示
（
平

成
三
十
年
山
口
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

二
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別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第
五
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
四
号
様
式
ま
で
の
規

定
中
「㊞

」
を
削
る
。公

告

（
六
三
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
合
企
画
部
情
報
企
画
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

電
子
決
裁
機
能
追
加
に
伴
う
電
子
県
庁
基
幹
シ
ス
テ
ム
（
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
）
改
修
業
務

一

式
三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
三
年
二
月
十
二
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
日
立
製
作
所

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
六
号

六

契
約
金
額

三
億
二
千
百
十
万
千
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

（
六
四
）
県
営
滝
ヶ
浴
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

滝
ヶ
浴
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
の
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
滝
ヶ
浴
地
区
農
村
地
域
防
災
減
災
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
三
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
六
五
）
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
の
不
明

次
の
宅
地
建
物
取
引
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
宅
地
建

物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま

す
。な

お
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と

き
は
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

代
表
者
の

氏

名

事
務
所
の
所
在
地

免
許
番
号

免

許

年

月

日

株
式
会
社
Ｈ
ｉ

ｇ
ｈ
ｗ
ｏ
ｏ
ｄ

渡
辺

俊
一

山
口
市
糸
米
二
丁
目
七
番
七
号

山
口
県
知
事
㈠

第
三
五
四
二
号

平
成
二
八
、

六
、
二
七

教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
聴
聞
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

二
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山
口
県
教
育
委
員
会
聴
聞
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
聴
聞
手
続
規
則
（
平
成
六
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
か
ら
別
記
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

雑

報

公
文
書
の
開
示
の
状
況
の
公
表

山
口
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
九
年
山
口
県
条
例
第
十
八
号
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

元
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
開
示
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
し
ま
す
。

令
和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

⚑
公
文
書
の
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

公
文
書
の
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

⑴
開
示
の
請
求
又
は
申
出
の
件
数
等

（
単
位
件
）

開
示
の
請
求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

10,032

（
47)

5,994

（
40)

3,543
（
3)

16
（
2)

18
（
1)

461
（
1)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑵
実
施
機
関
別
の
内
訳

（
単
位
件
）

実
施
機
関
の
区
分

開
示
の
請

求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

総
務

部

361

40

308

0

2

11

総
合
企
画
部

48

22

22

0

0

4

知
産
業
戦
略
部

0

0

0

0

0

0

環
境
生
活
部

290

217

40

0

0

33

健
康
福
祉
部

2,018
（
2)

1,260
（
1)

710
（
1)

2

12

34

商
工
労
働
部

26

24

1

0

0

1

観
光
ス
ポ
ー
ツ
文

化
部

487
（
2)

56

428

3
（
2)

0

0

農
林
水
産
部

884

851

11

0

0

22

事
土
木
建
築
部

4,289

（
28)

2,965

（
25)

1,128
（
2)

5

0

191
（
1)

会
計
管
理
局

3

0

3

0

0

0

計

8,406

（
32)

5,435

（
26)

2,651
（
3)

10
（
2)

14

296
（
1)

議
会

53

52

0

0

0

1

教
育
委
員
会

261

（
13)

213

（
13)

42

3

0

3

選
挙
管
理
委
員
会

198

41

132

0

0

25

人
事
委
員
会

0

0

0

0

0

0

監
査

委
員

0

0

0

0

0

0

公
安
委
員
会

0

0

0

0

0

0

警
察
本
部
長

956
（
1)

137

688

3

3
（
1)

125

労
働
委
員
会

0

0

0

0

0

0

収
用
委
員
会

0

0

0

0

0

0

日
本
海
海
区
漁
業
調
整

委
員
会

0

0

0

0

0

0

瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調

整
委
員
会

0

0

0

0

0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会

0

0

0

0

0

0

公
営
企
業
管
理
者

145
（
1)

113
（
1)

23

0

0

9

地
方
独
立
行
政
法
人

13

3

7

0

1

2

合
計

10,032

（
47)

5,994

（
40)

3,543
（
3)

16
（
2)

18
（
1)

461
（
1)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑶
開
示
を
し
な
い
理
由
の
内
訳

（
単
位
件
）

開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分

部
分
開
示

非
開
示

合
計

法
令

秘
等

情
報
（
第
１
号
)

4

4

8

個
人

情
報
（
第
２
号
)

2,188
（
3)

14
（
2)

2,202
（
5)

法
人

等
情

報
（
第
３
号
)

2,314
（
3)

0

2,314
（
3)
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犯
罪

捜
査

等
情

報
（
第
４
号
)

238

2

240

意
思

形
成

過
程

情
報
（
第
５
号
)

188
（
1)

6

194
（
1)

行
政

運
営

情
報
（
第
６
号
)

734

3
（
2)

737
（
2)

協
力
・
信
頼
関
係
情
報
（
第
７
号
)

266
（
1)

2
（
2)

268
（
3)

合
議

制
機

関
等

情
報
（
第
８
号
)

1

0

1

合
計

5,933
（
8)

31
（
6)

5,964

（
14)

備
考１
「
開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分
」
欄
の
（
）
内
は
、
山
口
県
情
報
公
開
条
例
第
11条
の
号
名
で
あ
る
。

２
「
部
分
開
示
」
欄
及
び
「
合
計
」
欄
の
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

３
事
案
に
よ
り
複
数
の
開
示
を
し
な
い
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
合
計
件
数
は
、
⑴
の
表
の
部

分
開
示
の
件
数
と
非
開
示
の
件
数
と
の
合
計
件
数
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。

⚒
不
服
申
立
て
又
は
不
服
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

不
服
申
立
て
又
は
不
服
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
（
単
位
件
）

不
服
申
立
て
又

は
不
服
の
申
出

の
件
数

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
若
し
く
は
裁
決
又

は
不
服
の
申
出
に
対
す
る
回
答

取
下
げ
審
査
中

認
容

一
部
認
容

棄
却
却

下

8

（
19)

0
（
1)

0

0
（
3)

0
（
3)

0
（
3)

8
（
9)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
審
査
中
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
の
公
表

山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
十
三
年
山
口
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ

り
、
令
和
元
年
度
に
お
け
る
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
し

ま
す
。令

和
三
年
三
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

⚑
個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
及
び
口
頭
に
よ
る
開
示
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
開
示
の
請
求
及
び
口
頭
に
よ
る
開
示
の
申
出
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

⑴
開
示
の
請
求
及
び
申
出
の
件
数
等

（
単
位
件
）

開
示
の
請
求
及
び
申
出
の

件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

開
示
の
請
求

493

（
26)

269
（
7)

189

（
18)

0

5

30
（
1)

開
示
の
申
出

14,944

14,944

0

0

0

0

合
計

15,437

（
26)

15,213
（
7)

189

（
18)

0

5

30
（
1)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑵
実
施
機
関
別
の
内
訳

（
単
位
件
）

実
施
機
関
の
区
分

開
示
の
請

求
又
は
申

出
の
件
数

処
理

状
況

開
示

部
分
開
示

非
開
示

未
処
理

そ
の
他

総
務

部

2

2

0

0

0

0

総
合
企
画
部

1
（
1)

1
（
1)

0

0

0

0

知
産
業
戦
略
部

0

0

0

0

0

0

環
境
生
活
部

26

24

2

0

0

0

健
康
福
祉
部

98
（
2)

72

15
（
2)

0

2

9

商
工
労
働
部

35

35

0

0

0

0

観
光
ス
ポ
ー
ツ
文

化
部

6

6

0

0

0

0

農
林
水
産
部

1

1

0

0

0

0

事
土
木
建
築
部

3

3

0

0

0

0

会
計
管
理
局

0

0

0

0

0

0

計

172

144

17

0

2

9

議
会

0

0

0

0

0

0

教
育
委
員
会

97
（
3)

89
（
3)

4

0

1

3

選
挙
管
理
委
員
会

0

0

0

0

0

0

人
事
委
員
会

131

131

0

0

0

0

監
査

委
員

0

0

0

0

0

0

公
安
委
員
会

14,562

（
12)

14,560
（
1)

1

（
11)

0

0

1

五
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警
察
本
部
長

168
（
4)

0

158
（
4)

0

0

10

労
働
委
員
会

5

1

4

0

0

0

収
用
委
員
会

0

0

0

0

0

0

日
本
海
海
区
漁
業
調
整

委
員
会

0

0

0

0

0

0

瀬
戸
内
海
海
区
漁
業
調

整
委
員
会

0

0

0

0

0

0

内
水
面
漁
場
管
理
委
員

会

0

0

0

0

0

0

公
営
企
業
管
理
者

0

0

0

0

0

0

地
方
独
立
行
政
法
人

302
（
4)

288
（
2)

5
（
1)

0

2

7
（
1)

合
計

15,437

（
26)

15,213
（
7)

189

（
18)

0

5

30
（
1)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
未
処
理
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

⑶
開
示
を
し
な
い
理
由
の
内
訳

（
単
位
件
）

開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分

部
分
開
示

非
開
示

合
計

法
令

秘
等

情
報
（
第
１
号
)

1

0

1

未
成

年
者

情
報
（
第
２
号
)

2

0

2

第
三

者
情

報
（
第
３
号
)

182

0

182

法
人

等
情

報
（
第
４
号
)

10

0

10

犯
罪

捜
査

等
情

報
（
第
５
号
)

29

0

29

意
思

形
成

過
程

情
報
（
第
６
号
)

0

0

0

評
価
・
選

考
等

情
報
（
第
７
号
)

2

0

2

行
政

運
営

情
報
（
第
８
号
)

76

0

76
協
力
・
信
頼
関
係
情
報
（
第
９
号
)

10

0

10
合

議
制

機
関

等
情

報
（
第
10号
)

0

0

0

合
計

312

0

312

備
考１
「
開
示
を
し
な
い
理
由
の
区
分
」
欄
の
（
）
内
は
、
山
口
県
個
人
情
報
保
護
条
例
第
16条
の
号
名
で
あ

る
。

２
事
案
に
よ
り
複
数
の
開
示
を
し
な
い
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
合
計
件
数
は
、
⑴
の
表
の
部

分
開
示
の
件
数
と
非
開
示
の
件
数
と
の
合
計
件
数
よ
り
多
く
な
っ
て
い
る
。

⚒
個
人
情
報
の
訂
正
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
訂
正
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
件
）

訂
正
の
請
求
の
件
数

処
理

状
況

訂
正

非
訂
正

未
処
理

そ
の
他

0

0

0

0

0

⚓
個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

個
人
情
報
の
利
用
停
止
の
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
件
）

利
用
停
止
の
請
求
の

件
数

処
理

状
況

利
用
停
止

非
利
用
停
止

未
処
理

そ
の
他

0

0

0

0

0

⚔
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状
況

不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位
件
）

不
服
申
立
て
の

件
数

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
裁
決

取
下
げ
審
査
中

認
容

一
部
認
容

棄
却
却

下

3
（
9)

0

0

0
（
4)

0

0

3
（
5)

備
考
（
）
内
は
、
前
年
度
末
に
審
査
中
で
あ
っ
た
も
の
の
件
数
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
外
数
で
あ
る
。

令
和
三
年
三
月
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
三
年
三
月
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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